
令和７年茂原市教育委員会会議３月定例会日程 

 

日時：令和７年３月２５日（火）１５時００分～ 

場所：茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 会議録署名人の指名 

 

３ 会議事項 

（議決事項） 

議案第１号 茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示の制定について  

 議案第２号 茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第３号 茂原市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について 

議案第４号 茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱の一部を改正

する告示の制定について 

議案第５号 茂原市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第６号 茂原市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

議案第７号 茂原市史編さん委員会委員の委嘱について 

議案第８号 茂原市東部台文化会館運営委員の委嘱について 

 

（報告事項） 

   報告１   令和６年度定期監査の結果について 

   報告２   教育長職務代理者の指名について 

 

４ 閉会宣言 

 

 



議案第１号 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示の制定について 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示を次のように制定する。 

 

 

令和７年３月２５日提出 

 

茂原市教育長  富 田 浩 明   

 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示 

 

茂原市立幼稚園給食実施要綱（令和元年茂原市教育委員会告示第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項中「１食当たり２７０円」を「次のとおり」に改め、同項に次の表を加え

る。 

区分 １食当たりの給食費の額 

幼稚園児 ２７０円 

幼稚園職員及び幼稚園の給食の提供を受ける者 ３２０円 

附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

  

 

提案理由  本案は、幼稚園給食食材の価格高騰に伴い、幼稚園職員及び幼稚園の給

食の提供を受ける者の給食費について、増額する改正をしようとするもの

です。 

 



議案１号参考資料 

茂原市立幼稚園給食実施要綱の一部を改正する告示新旧対照表 

改正後 現 行 

（給食費） （給食費） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 給食費の額は、「次のとおり」とする。 ２ 給食費の額は、「１食当たり２７０円」とする。 

区分 １食当たりの給食費の額 

幼稚園児 ２７０円 

幼稚園職員及び幼稚園の給食の提供を

受ける者 

３２０円 

 

 

３ （略） ３ （略） 

附 則（令和７年〇月〇日茂原市教育委員会告示第〇号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第２号 

 

   茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

 

  令和７年３月２５日提出 

 

茂原市教育長  富 田 浩 明   

 

 

茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 

茂原市教育委員会行政組織規則（昭和47年茂原市教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１０条第１項中第７号を第６号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる。 

第１３条第１項の表中「体育課」を「スポーツ振興課」に、「体育振興係」を「スポー

ツ振興係」に改める。 

第１４条中「体育課」を「スポーツ振興課」に、「体育事業」を「スポーツ事業」に改

める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  「体育課」を「スポーツ振興課」へ行政組織の名称を変更することに伴い、

所要の改正をしようとするものです。 

 



議案第２号参考資料 

1 

 

茂原市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 現 行 

（教育長の専決） （教育長の専決） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（部、課、室及び係の設置） （部、課、室及び係の設置） 

第１３条 事務局に次の部、課及び係を置く。 第１３条 事務局に次の部、課及び係を置く。 

教育部 教育総務課 総務係 

学校教育課 学務係 指導係 保健給食係 

生涯学習課 生涯学習係 社会教育係 文化係 

スポーツ振興課 スポーツ振興係 
 

教育部 教育総務課 総務係 

学校教育課 学務係 指導係 保健給食係 

生涯学習課 生涯学習係 社会教育係 文化係 

体育課 体育振興係 
 

２ （略） ２ （略） 

（課の事務分掌） （課の事務分掌） 

第１４条 第１３条に規定する課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。 第１４条 第１３条に規定する課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。 

教育部 教育部 

（略） （略） 

スポーツ振興課 体育課 

（１） 課の庶務に関すること。 （１） 課の庶務に関すること。 

（２） 社会体育の推進に関すること。 （２） 社会体育の推進に関すること。 

（３） スポーツ推進審議会に関すること。 （３） スポーツ推進審議会に関すること。 

（４） 社会体育施設の整備に関すること。 （４） 社会体育施設の整備に関すること。 

（５） スポーツ事業の実施に関すること。 （５） 体育事業の実施に関すること。 

（６） スポーツの相談及び指導に関すること。 （６） スポーツの相談及び指導に関すること。 

（７） スポーツ協会及びスポーツ団体の育成指導に関すること。 （７） スポーツ協会及びスポーツ団体の育成指導に関すること。 



議案第２号参考資料 

2 

 

改正後 現 行 

（８） 社会体育指導者の養成及びスポーツリーダーバンクに関すること。 （８） 社会体育指導者の養成及びスポーツリーダーバンクに関すること。 

（９） スポーツ推進委員に関すること。 （９） スポーツ推進委員に関すること。 

（１０） 学校施設開放に関すること。 （１０） 学校施設開放に関すること。 

（１１） その他社会体育の企画及び調整に関すること。 （１１） その他社会体育の企画及び調整に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第３号 

 

   茂原市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について 

 

茂原市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令を次のように制定する。 

  

  

令和７年３月２５日提出 

  

茂原市長教育長  富 田 浩 明   

  

  

茂原市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令 

  

茂原市教育委員会処務規程（令和４年茂原市教育委員会訓令第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第２の体育課の項中「体育課」を「スポーツ振興課」に、「体育大会」を「スポー

ツ大会」に改める。 

別表第３中「体育課」を「スポーツ振興課」に、「茂教体」を「茂教ス」に改める。 

附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

  

  

提案理由  「体育課」を「スポーツ振興課」へ行政組織の名称を変更することに伴い、

所要の改正をしようとするものです。 

 



議案第３号参考資料 

1 

 

茂原市教育委員会処務規程の一部を改正する訓令新旧対照表 

改正後 現 行 

別表第２（第１２条） 別表第２（第１２条） 

個別専決事項 個別専決事項 

課名 専決事項 教育長 部長 課長 

ス ポ

ー ツ

振 興

課 

１ 社会体育に関する総合計画の

策定 

○   

２ 社会体育施設整備の計画 ○   

３ 社会体育事業の実施 重要なもの  軽易なもの 

４ 社会体育関係団体との連絡調

整及び指導助言 

  ○ 

５ 教育機関（社会体育関係）との

連絡調整 

  ○ 

６ 各種教室の開催   ○ 

７ 社会体育普及活動の実施  ○  

８ スポーツ推進委員との連絡調

整及び活動内容の把握 

 ○  

９ 学校施設開放の実施（校長に権

限を委任された部分を除く。） 

重要なもの  軽易なもの 

１０ 各種スポーツ大会の実施 ○   
 

課名 専決事項 教育長 部長 課長 

体 育

課 

１ 社会体育に関する総合計画の

策定 

○   

２ 社会体育施設整備の計画 ○   

３ 社会体育事業の実施 重要なもの  軽易なもの 

４ 社会体育関係団体との連絡調

整及び指導助言 

  ○ 

５ 教育機関（社会体育関係）との

連絡調整 

  ○ 

６ 各種教室の開催   ○ 

７ 社会体育普及活動の実施  ○  

８ スポーツ推進委員との連絡調

整及び活動内容の把握 

 ○  

９ 学校施設開放の実施（校長に権

限を委任された部分を除く。） 

重要なもの  軽易なもの 

１０ 各種体育大会の実施 ○   
 

別表第３（第１５条） 別表第３（第１５条） 

部名 課名 文書記号 

教育部 教育総務課 茂教総 

学校教育課 茂教学 

生涯学習課 茂教生 

部名 課名 文書記号 

教育部 教育総務課 茂教総 

学校教育課 茂教学 

生涯学習課 茂教生 



議案第３号参考資料 

2 

 

改正後 現 行 

スポーツ振興課 茂教ス 

学校給食センター 茂教給 

本納公民館 茂本公 

鶴枝公民館 茂鶴公 

青少年指導センター 茂教青 

美術館・郷土資料館 茂教美 

東部台文化会館 茂教東 
 

体育課 茂教体 

学校給食センター 茂教給 

本納公民館 茂本公 

鶴枝公民館 茂鶴公 

青少年指導センター 茂教青 

美術館・郷土資料館 茂教美 

東部台文化会館 茂教東 
 

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 



議案第４号 

 

茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱の一部を改正する   

告示の制定について 

 

茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱の一部を改正する告示を次の

ように制定する。 

 

 

令和７年３月２５日提出 

 

茂原市教育長  富 田 浩 明   

 

 

茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱の一部を改正する   

告示 

 

茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱（平成28年茂原市教育委員会

告示第４号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「体育課」を「スポーツ振興課」に改める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  「体育課」を「スポーツ振興課」へ行政組織の名称を変更することに伴い

、所要の改正をしようとするものです。 



議案第４号参考資料 

茂原市総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会設置要綱の一部を改正する告示新旧対照表 

改正後 現 行 

（事務局） （事務局） 

第７条 検討委員会の事務局は、教育委員会教育部スポーツ振興課に置く。 第７条 検討委員会の事務局は、教育委員会教育部体育課に置く。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 



報告１ 

 

令和６年度定期監査の結果について 

 

教育委員会の定期監査の結果について、別紙のとおり報告する。 

 

 

令和７年３月２５日提出 

 

茂原市教育長  富 田 浩 明   

 

 

 













報告２ 

 

教育長職務代理者の指名について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第１３条第２項

の規定に基づく教育長職務代理者を次のとおり指名したことを報告する。 

 

 

令和７年３月２５日提出 

 

茂原市教育長  富 田 浩 明   

 

  現在 

氏 名 任 期 

安藤 明子 令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

   

  新 

氏 名 任 期 

高仲 輝夫 令和７年４月１日から 

 


